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い
ざ
、
と
い
う
時
の
た
め
の

対
策
を
見
出
し
て
く
れ
る
専
門
家

　

最
高
裁
判
所
が
出
し
て
い
る
司
法

統
計
年
報
に
よ
る
と
、
平
成
26
年
度

に
遺
産
分
割
で
訴
訟
に
ま
で
発
展
し

た
案
件
の
う
ち
、
約
75
％
が
そ
の
遺

産
総
額
が
５
千
万
円
以
下
で
し
た
。

家
を
持
っ
て
い
れ
ば
数
千
万
円
、
生

命
保
険
や
ち
ょ
っ
と
し
た
預
貯
金
で

も
一
千
万
円
近
く
の
相
続
に
な
る
こ

と
も
。
つ
ま
り
、
相
続
に
関
す
る
ト

ラ
ブ
ル
は
、
ど
こ
の
家
庭
で
も
起
こ

り
得
る
問
題
な
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
時

に
、
ま
た
、
起
き
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
の
強
力
な
実
行
力
を
持
つ
の

が
、
遺
言
相
続
専
門
の
行
政
書
士
の

も
と
で
作
成
す
る
遺
言
書
で
す
。

『
柴
田
法
務
会
計
事
務
所
』の
所

長
、
遺
言
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
柴
田

純
一
さ
ん
は
、「
相
続
財
産
は
多
様
で

あ
り
、
全
体
を
俯
瞰
し
て
総
合
的
に

判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
中
で
も
重

要
な
の
が
遺
言
書
の
作
成
で
す
。
基

礎
控
除
、
免
税
額
は
ど
の
よ
う
に
な

る
の
か
な
ど
、
節
税
も
視
野
に
、
相

続
専
門
の
税
理
士
と
も
連
携
し
、
相

続
財
産
全
体
の
状
況
を
見
な
が
ら
、

適
切
な
対
応
策
を
提
示
し
ま
す
」と

い
い
ま
す
。

　

遺
言
書
を
作
成
す
る
人
は
年
々
増

え
て
き
て
お
り
、
公
正
証
書
遺
言
の

件
数
は
昨
年
は
つ
い
に
10
万
件
を
突

破
し
ま
し
た
。
平
成
８
年
と
比
べ
る

と
、
そ
の
件
数
は
倍
。
こ
の
十
数
年

で
急
激
に
遺
言
書
の
重
要
性
が
認
知

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

相
続
専
門
25
年
以
上
の
経
験
に
基

づ
き
最
新
の
法
制
度
を
考
慮
し
つ

つ
、
顧
客
に
と
っ
て
ベ
ス
ト
と
い
え

る
相
続
の
準
備
を
、
遺
言
書
作
成
を

は
じ
め
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
仏
教
の
高
位
で
あ
る
大
阿

闍
梨
で
も
あ
る
柴
田
さ
ん
。
相
続
に

関
す
る
こ
と
以
外
に
も
、
逝
く
者
、

残
さ
れ
る
者
に
寄
り
添
い
、
相
談
に

の
っ
て
く
れ
ま
す
。
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1�陸・海・空自衛官の遺言アドバイザーとして、全国版機関誌「おやばと」に揉めないための相続対策を掲載中。東京都防衛協会評議
員 板橋区防衛協会常任理事、全国自衛隊父兄会賛助会員、東京都自衛隊父兄会賛助会員。3仏教の高位である大阿闍梨（あじゃり）とし
て遺言相続専門家として活躍中。4毎週水曜日午後 9 時よりむさしのエフエムにてラジオ番組「Boys, be ambitious」を提供中。

遺言相続
専門事務所

遺
産
相
続
ト
ラ
ブ
ル
な
ん
て
、
ど
こ
か
の
金
持
ち
の
家
の
話
…
…
な
ん
て
、
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
　
実
は
案
外
身

近
な
問
題
な
の
で
す
。
万
が
一
の
時
、
残
さ
れ
た
子
や
孫
が
法
廷
闘
争
な
ん
て
、
想
像
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
そ

ん
な
中
、
今
、
遺
言
書
を
作
成
す
る
人
が
急
増
中
な
の
で
す
。

 

文
／
今
井
淳
二

遺
産
相
続
で
揉
め
た
く
な
い
か
ら

年
々
高
ま
る
遺
言
書
の
重
要
性

 円満な遺産分割 [ 行政書士 柴田法務会計事務所 ]
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